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解 説

と，すなわち「カリキュラム・マネジメント」を
推進することが求められています。

■小学校体育科保健領域の改善点
それでは小学校体育科保健領域の改善点につい
てみていきたいと思います。まず体育科の目標は
「体育や保健の見方・考え方を働かせ，課題を見
付け，その解決に向けた学習過程を通して，心と
体を一体として捉え，生涯にわたって心身の健康
を保持増進し豊かなスポーツライフを実現するた
めの資質・能力を次のとおり育成することを目指
す」と示されています。資質・能力は，「知識・
技能」，「思考力・判断力・表現力等」，「学びに向
かう力，人間性等」の３つに分けていますが，「学
びに向かう力，人間性等」は態度と読み替えてい
ます。また前述の見方・考え方を働かせることが
重要であることも示されています。
保健領域は現行学習指導要領と同様に，第３〜
６学年に置かれています。第３・４学年ではG保
健として「健康な生活について，課題を見付け，
その解決を目指した活動を通して，次の事項を身
に付けることができるよう指導する」ことと，「体
の発育・発達について，課題を見付け，その解決
を目指した活動を通して，次の事項を身に付ける
ことができるよう指導する」ことが示されていま
す。ここでも現行学習指導要領と大きく記載内容
が異なることがわかると思います。すなわち「課
題を見付け，その解決を目指した活動」を示した
点です。保健においては，課題発見と課題解決は
学習活動として重視されており，単に知識を習得
することにとどまらないことがわかります。
また健康な生活を例として，学習内容に目を向
けますと，ここでは新たな記載をみることができ

■新学習指導要領の趣旨
平成29年３月に小学校の次期学習指導要領が公
示されました。今回の改訂は，これまでの学習指
導要領とは大きく異なる点が数多く指摘できます。
まず，教育課程を通して子どもたちに求められる
資質・能力の育成を明らかにしている点です。
ここでいう資質・能力の育成とは，

（1）知識及び技能が習得されるようにすること。
（2）思考力，判断力，表現力等を育成すること。
（3）学びに向かう力，人間性等を涵養すること。

であり，これらを偏りなく実現できるようにする
ことを目指します。それは「何ができるようにな
るか」を明確化することでもあります。
また各教科等においては，主体的・対話的で深
い学びの実現に向けた授業改善を実施することが
求められています。主体的・対話的で深い学びと
は，これまではアクティブ・ラーニングと呼ばれ
ていたものです。具体的にどのような授業改善が
可能かについては後述したいと思います。
さらに児童が各教科等の特質に応じた見方・考
え方を働かせることの必要性が述べられています。
平成28年12月の中央教育審議会「幼稚園，小学校，
中学校，高等学校及び特別支援学校の学習指導要
領の改善及び必要な方策等について（答申）」（以
下，答申と略す）では，保健における見方・考え
方は，「個人及び社会生活における課題や情報を，
健康や安全に関する原則や概念に着目して捉え，
疾病等のリスクの軽減や生活の質の向上，健康を
支える環境づくりと関連付けること」とされてい
ます。
それ以外にも教育課程に基づき組織的かつ計画
的に各学校の教育活動の質の向上を図っていくこ

ます。「ア　健康な生活について理解すること」
は「知識・技能」を指しており（ここでは知識の
み），「イ　健康な生活について課題を見付け，そ
の解決に向けて考え，それを表現すること」は「思
考力・判断力・表現力等」に当てはまります。後
者は，今回の改訂で初めて示されました。現行学
習指導要領では「理解できるようにする」内容を
示すだけでしたが，今回は資質・能力に沿って示
したわけです。これは第５・６学年も同様です。
内容に目を向けますと，これまで「食事，運動，
休養及び睡眠」であった記述が，「運動，食事，
休養及び睡眠」となっています。これは内容の取
扱いにも書かれている「運動と健康が密接に関連
していること」を受け，これまで以上に保健から
みた運動の大切さを重視したものと理解できます。
第５学年では，これまでどおり「心の健康」と

「けがの防止」が取り上げられていますが，「心の
健康」では大きな改訂がみられます。G保健（1）
「ア　心の発達及び不安や悩みへの対処について
理解するとともに，簡単な対処をすること」が示
されています。理解だけではなく，簡単な対処を
すること，つまり技能が示されたわけです。現行
学習指導要領では，いろいろな対処方法があるこ
とを理解することだけでしたが，これからは簡単
な対処ができることが求められるわけです。ただ
し，どのような対処の技能を学ぶかについては解
説を待たねばなりません。
技能は「けがの防止」でもみられます。（2）「ア

けがの防止に関する次の事項を理解するとともに，
けがなどの簡単な手当をすること」が示されてい
ます。応急手当は現行学習指導要領でも実習を行
っていましたので，比較的容易に実施することが
できると思います。
「けがの防止」ではもう１点注目したいことが
あります。（2）「イ　けがを防止するために，危
険の予測や回避の方法を考え，それらを表現する
こと」です。すなわち，危険予測・回避について
示された点です。これまで中学校保健体育の学習
指導要領解説には書かれていましたが，今回小学
校でも示されました。もちろん，これまでの授業
でも実際には危険予測・回避の内容は扱ってきた
と思いますので，大きく変わるわけではありませ
んが，「危険の予測や回避の方法を考え，それら
を表現すること」が「けがの防止」における「思

考力・判断力・表現力等」とされたわけです。
最後に第６学年の「病気の予防」ですが，これ
も現行の内容と大きく変わるものではありません
が，内容の取扱いに注目してほしいと思います。
第５学年の内容と併せて，内容の取扱い（7）で「け
がや病気からの回復についても触れるものとす
る」という表記がみられます。「けがや病気から
の回復」は今回初めて入ったものであり，けがや
病気を未然に防ぐことのみならず，けがはもちろ
ん，病気が起こった場合の対処にも目を向けるこ
とが必要になります。具体的にどのような場面で
回復を扱うかについては，これも解説を待ちたい
と思います。

■どのように保健を学ぶか
これまで述べてきたように，新学習指導要領で
は学び方についても言及している点が，これまで
と大きく違います。主体的・対話的で深い学びが
求められているわけですが，保健においてはどの
ように実現されるのでしょうか。「指導計画の作
成と内容の取扱い」では，保健の学び方について
以下のような記述があります。
「保健の指導に当たっては，健康に関心をもて
るようにし，健康に関する課題を解決する学習活
動を取り入れるなどの指導方法の工夫を行うこと」。
これまでも述べてきたように，課題発見と課題
解決が保健における重要な学習活動であることが
わかります。知識及び技能の習得においては，原
則や概念を理解し，技能として身に付けることが
必要であるわけですが，そこでとどまるのではな
く，自分の課題を見つけて，それを解決するため
の方策を考えることが重要となります。
もちろん，小学校の保健は限られた時間の中で
行うため，総合的な学習の時間で行う課題学習の
ように，じっくりと取り組むだけの余裕があるわ
けではありません。習得した知識・技能に基づき，
自分の生活に当てはめたり，自分の生活と比べた
りして，具体的な課題解決につながる学習を行う
ことが必要です。
ただし，全く新しい学習方法を取り入れるとい
うことではなく，従来行ってきた発問の工夫や，
思考力・判断力を用いる資料の活用，あるいは児
童による話し合いなどが，これまでどおりに有効
であると思われます。

　　　　　　　　　　　東京学芸大学教授
教科書『小学保健』（光文書院）編集委員代表　渡邉 正樹

その１ 新学習指導要領
 ここがポイント！



4

平成29年３月公示『新学習指導要領』

※下線は新学習指導要領からの引用部分 5

解 説

を働かせながら，知識を相互に関連付けてより深
く理解したり，情報を精査して考えを形成したり，
問題を見いだして解決策を考えたり，思いや考え
を基に創造したりすることに向かう過程を重視し
た学習の充実を図ること」。
加えて，言語能力の育成，コンピュータや情報
通信ネットワーク等の情報手段の活用，主体的に
挑戦してみることや多様な他者と協働すること等
が学び方として挙がっています。
ただし注意が必要なのは，単に活動を入れれば
よいというわけではないということです。例えば，
話し合いを授業に導入すれば，いつでも主体的・
対話的で深い学びが成立するというわけではあり
ません。話し合いを行っても，実は一部の児童し
か積極的に意見を述べないということはよくある
ことです。すべての児童が学習に主体的に参加す
るための工夫が必要ということです。

保健の見方・考え方を働かせるとはどのよ
うなことなのでしょうか。 
前述したように，保健の見方・考え方は「個
人及び社会生活における課題や情報を，

健康や安全に関する原則や概念に着目して捉え，
疾病等のリスクの軽減や生活の質の向上，健康を
支える環境づくりと関連付けること」とされてい
ます。これは小中高校の保健全体に用いられてい
るものです。また教科等によって見方・考え方は
異なっています。資質・能力は教科等に関係なく
共通して身に付けるものですが，見方・考え方は
教科等を特徴づけるものだと考えることができま
す。
答申によると，教科等の学びにおいて，資質・
能力の３つの柱が活用・発揮され，その過程で鍛
えられていくのが「見方・考え方」であると説明
されています。

Q
A

新学習指導要領で示された資質・能力はど
のようなものなのでしょうか。どこが新し
いのでしょうか。
学校教育法では，学校教育において重視す
べき３要素として「知識・技能」，「思考力・

判断力・表現力等」，「主体的に学習に取り組む態
度」を挙げています。これらは新学習指導要領の
３つの資質・能力とほぼ一致しています。したがっ
て新しい概念が提示されたというよりも，再整理
を行ったと理解してよいと思います。
新しい点は，学習内容を資質・能力に合わせて
示した点です。平成28年12月の中教審答申ではす
べての教科等で，３つの資質・能力ごとに内容を
分けて整理を行っていますが，新学習指導要領で
も知識・技能と思考力・判断力・表現力等に分け
て内容を示しています。なお態度は内容としては
示されていませんが，目標には挙がっています。
このように資質・能力を身に付けることが目標で
あることが明確になったわけです。

主体的・対話的で深い学びとはどのような
学びなのでしょうか。
今回の学習指導要領改訂の方向性は，「何
ができるようになるか」，「何を学ぶか」，

「どのように学ぶか」の３つによって示されてい
ます。この中で「何ができるようになるか」は，
身に付けるべき資質・能力を指しています。「何
を学ぶか」は学習内容を指していると考えてよい
でしょう。そして「どのように学ぶか」が主体的・
対話的で深い学び（アクティブ・ラーニング）と
いうことになります。
新学習指導要領には，主体的・対話的で深い学
びの実現に向けた授業改善について，次のように
書かれています。
「児童が各教科等の特質に応じた見方・考え方

Q

A

Q
A

保健の見方・考え方では，学習内容に示された
課題や身のまわりの情報を，保健で学ぶ重要な原
理・原則や概念から着目して捉えることが示され
ています。例えば，病気の要因を学び，それを
様々な身近な病気に当てはめて捉え，どのような
予防が効果的か（リスクを軽減できるか）を考え
る学習などがあるでしょう。また個人でできるこ
とだけではなく，適切な環境づくりが効果的であ
ることもわかるでしょう。
なお見方・考え方は授業でのみ発揮されるもの
ではなく，大人になっても活用していくものだと
されています。保健の見方・考え方は，生涯を通
じた健康で安全な生活を営む上で重要な役割を果
たすことは間違いありません。汎用的な資質・能
力にとどまるだけではなく，保健独自の見方・考
え方を確実に身に付けられるようにしたいもので
す。

保健では新たに技能も加わりました。それ
によって，どのような学習が想定できるで
しょうか。
これまで保健では技能は含まれていません
でした。今回，心の健康とけがの防止に

おいて技能を学ぶことになりました。P.3 で前述
したように，けがの防止における簡単な応急手当
は，従来行ってきた指導と大きく異なるものでは
ないと思われます。
問題になるのは心の健康です。心の健康では不
安や悩みへの対処が取り上げられています。具体
的にどのような対処法を技能として学ぶかはまだ
明らかではありませんが，簡単なストレスマネジ
メントの手法を取り上げることが想定されます。
ただし，体育と同じような視点で技能を指導する
ことは困難であると思われます。たとえ手法を学
ぶ場合であっても，技能単独ではなく，知識及び
技能として捉えることが必要になるでしょう。

新学習指導要領での評価はどのように行え
ばよいのでしょうか。
現行の学習指導要領では，保健は関心・意
欲・態度，思考・判断，知識・理解の３観

点で評価規準を作成して評価を行ってきました。
新学習指導要領では，３つの資質・能力が評価の
観点になると思われます。先の答申には，「知識・

Q

A

Q
A

技能，思考・判断・表現，主体的に学習に取り組
む態度の３観点に整理することとし，指導要録の
様式を改善することが必要である」ことが述べら
れています。ただし資質・能力のひとつである「学
びに向かう力・人間性等」については，「評価の
観点としては学校教育法に示された『主体的に学
習に取り組む態度』として設定し，感性や思いや
り等については観点別学習状況の評価の対象外と
する必要がある」という記述があります。
どのような評価規準となるかは，まだ明らかで
はありませんが，新学習指導要領には学習評価の
充実として次のように述べられています。
「各教科等の目標の実現に向けた学習状況を把
握する観点から，単元や題材など内容や時間のま
とまりを見通しながら評価の場面や方法を工夫し
て，学習の過程や成果を評価し，指導の改善や学
習意欲の向上を図り，資質・能力の育成に生かす
ようにすること」。
これまでと同じように，目標に準拠した評価に
なると思います。

体育科保健領域以外での健康や安全につい
ての指導はどのように行えばよいのでしょ
うか。
学習指導要領総則において，学校における
体育・健康に関する指導について以下のよ

うに記述されています。
「児童の発達の段階を考慮して，学校の教育活
動全体を通じて適切に行うことにより，健康で安
全な生活と豊かなスポーツライフの実現を目指し
た教育の充実に努めること。特に，学校における
食育の推進並びに体力の向上に関する指導，安全
に関する指導及び心身の健康の保持増進に関する
指導については，体育科，家庭科及び特別活動の
時間はもとより，各教科，道徳科，外国語活動及
び総合的な学習の時間などにおいてもそれぞれの
特質に応じて適切に行うよう努めること」。
現行学習指導要領とほぼ同じように教育活動全
体を通じて健康や安全の指導を行うことになりま
す。したがってどの時間を活かして，またどのよ
うに教科間の連携を図るかなど，カリキュラム・
マネジメントが必要となります。
（わたなべ・まさき：健康・安全教育学/学校保健学）

Q

A

　　　　　　　　　　　東京学芸大学教授
教科書『小学保健』（光文書院）編集委員代表　渡邉 正樹

その２ 新学習指導要領 ─Q＆A
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知識ではなく「実感」できる授業をめざして
─考える,イメージする場面を通して自分の体への関心を高める─

東京都府中市立府中第一小学校主幹教諭（養護教諭）　桂　恵美

様に児童の日常の様子から見取ることも大切かと
思います。また，学習する内容の基本は変わらな
いものの，児童の実態に合わせ，体や心の変化に
ついてどのように話すのがよいか，ていねいに伝
えるべき内容は何かについて検討する必要も出て
きます。
本実践は，児童の実態を考慮して３学期に実施
しました。

■指導の工夫と児童の反応
今回の授業では，単元のねらいである「体の発
育発達について理解できるようにすること」，さ
らに第３時「思春期に起こる体や心の変化」をよ
りわかりやすく，身近に捉えることができるよう
に展開と板書を工夫しました（資料１〜３）。
第３時の導入から展開では，本時における体の
中で起こる変化だけではなく，第２時までに学習
している内容についても再度確認し，目に見える
変化と目に見えない変化が同時期に起きているこ
とを印象づけました。また，体のシルエットや骨
格のイラストを教材として使用することで，大人
への変化を子どもたち１人ひとりが考え，より強
く頭にイメージ化できるようにすることをめざし
ました。
シルエットを使用して男性，女性の変化を考え
る場面では，既習事項の体の変化を思い浮かべな
がら，「右の絵のほうが少し腰まわりが大きい気
がする」「こっちのほうが筋肉がありそう」「たぶ
ん足がちょっと大きい左のほうが男だと思う」な
ど，想像を膨らませながら多くの意見が出ました。
また，様々な体の変化が男性，女性のどちらに起
こる変化かを考える場面では，身近な大人の様子
を思い浮かべながら，「あ，そういえば……」と
納得したり，「え！そうなんだ」と確認したりす
る様子がみられました。
心の変化について学ぶ場面では，担任教諭から

はじめに
情報にあふれ，子どもたちも簡単にその情報を
知ることができる現代，健康や体に関する知識も
少なからず子どもたちの耳に入っています。しか
し，正しい知識を自分のものとして捉えて身につ
けるには，ただ関心や興味を引き出すだけではな
く，「自分の体」「大切な命」を考え，感じる場面
をつくることが大切と考えます。限られた保健学
習の時間の中で，４年生児童の多くがまだ実際に
経験していない体の変化をどのように「自分に起
こること」としてとらえ，想像することができる
か，担任教諭との連携のもと，授業に取り組みま
した。
今回は「育ちゆく体とわたし」４時間のうち第
３時の実践について報告をさせていただきます。

■いつ実施するのか
４年の保健学習「育ちゆく体とわたし」の内容
に取り組むなかでポイントとなるのは，やはりそ
の実施時期です。４年生は，思春期への入り口と
なる時期であり，その体や心に変化が起こり始め
る時期ではあるものの，当然ながら個人差は大き
く，興味や関心にも差があります。１学期と３学
期でも成長には大きな差があり，身長や体重の伸
びをみる場合にも違いが出てきます。
そのため，まず授業を実施する時期の児童の実
態を確認する必要があります。特に心の変化に関
しては，日常の児童の会話や学級の様子などから
感じることも多く，担任教諭には学級で起こった
出来事の中から「異性への関心」をうかがわせる
ことについて気にとめておいていただきました。
体の変化については，身長や体重は身体計測の
結果からみることができますが，初経や精通につ
いては確認することが難しいため，統計をもとに
した予想をせざるを得ません。しかし児童がどの
程度の関心をもっているかについては心の面と同

実践報告─①
４年生●育ちゆく体とわたし

実際に学級で起きた事例や，低学年の頃と異性と
のかかわり方の変化を聞くなかで，うなずいたり
笑ったりしながら関心をもって話を聞くことがで
きました。
授業の最後に記入したワークシートには「どう
して男の人のほうが声変わりするんだろう」「不
安だったけど，話を聞いて体の変化がわかってよ
かった」「自分にはいつ起こるんだろう」「不安な
ことがあったら相談する」といった疑問や感想が
書かれており，今後，実際に体の変化が起こり始
めたときにはより具体的に指導を行っていく必要
があると感じました。

■成果と課題
導入から展開の前半にかけて，児童が予想した
り，考えたりという活動的な場面をつくったこと
で１人ひとりが体の変化について考え，自分に起
こる変化として確認することができました。
しかし，展開の後半からは知識を伝える場面が
多くなり，児童にとって受け身の内容になってい
たため，聞くだけではなく，活動しながら学習さ
せる工夫が必要であると感じました。
� （かつら・えみ）

※本実践は前任校，昭島市立共成小学校での実践です。

［資料１］育ちゆく体とわたし（３／４時）学習指導案

学習活動 準備（◆）と指導上の留意点（・）

導
　
入

１　本時の活動内容「育ちゆく体とわたし」に
ついて確認する。

・思春期とは……

・これから思春期を迎えるすべての人に起こる変
化について学ぶことを伝える。

展
　
開

２　既習事項について確認する。
○シルエットを見て，男性・女性どちらのシル
エットか考えよう。

・男女別２枚の「年齢別シルエットや骨格」の
図を見て，男性と女性の体の変化の違いを確認
する。
○男性・女性に起こる体の変化を確認しよう。
・カードを見て，男性・女性どちらに起こる変
化か確認する。

３　体の中で起こる変化について知る。
○体の中に変化が起こる仕組みを知ろう。
・脳からの命令とホルモン

○初経（月経）と精通（射精）について知ろう。
・月経と射精が起こる仕組み
・卵子と精子

○心に起こる変化について知ろう。
・異性への関心の高まり

◆５歳，10歳，成人の全身のシルエットおよび骨
格のイラスト（男女別：２枚）

・思春期の体の変化があらわれる前には男女の体
に大きな違いは見られないことを確認する。

◆体の変化カード
・男性，女性にあらわれる体の変化の違いと共通
点を目で見て確認できるよう板書を工夫する。

・体の中の変化が起こり始める時期には個人差が
あり，年齢や体格などは関係しないことを伝え
る。また個人差はあるものの，誰にでも起こる
変化であることをおさえる。

◆初経，精通の経験年齢グラフ
・月経や射精の仕組みだけでなく，卵子や精子の
大きさから，成長する命の大切さに触れる。

◆内性器，外性器のイラスト

・心の変化についてより実感しやすくなるよう実
際の事例をあげる。

ま
と
め

４　学習内容のまとめ
○体や心の変化が起きたときにはどうすればよ
いか考えよう。

・ワークシートによる学習のまとめをする。

・教師の経験などをまじえ，不安なことがあると
きには周りの人に相談すること，正しい知識を
知ることの大切さを伝える。

[資料３]使用教材
右：男女のシルエット・骨格
下：変化カード

[資料２]板書計画

思春期とは……育ちゆく体とわたし

シルエット・骨格 シルエット・骨格
女男

体の中の
変化

体の中の
変化

変化カード
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■学習活動と子どもの様子
【第１時】「どのようなことが原因で事故やけがが

起きるのだろう」

図１に示すように，実際に子どもの日常生活の
中で起こりそうな事例を用意し，４コママンガを
見せた。３コマ目には何があったのかをＡさんに
なったつもりで考えさせた。子どもたちは２コマ
目の絵を参考に，
「歩いている子とぶつかった」
「急いでいたから階段から落ちた」
「落ちている手提げ袋を踏んで転んだ」

など様々な意見を出していた。この時間には，け
がが起きる原因には「人の行動」と「周囲の環境」
が関係しているということ確認した。子どもにこ
れまでの自分の体験したことをもとに考えさせた
ことで，「自分も焦っているときは冷静な判断が
できなくなっていることが多かった」「廊下が水
でぬれているのに気づかずに走って転んだことが
あった。まわりをよく見ることが大切だ」など，
自分のこととして課題を捉えることができた。

はじめに
休み時間になると，元気に校庭で遊ぶ子どもた
ちの姿が見られる。そして，保健室に目を移すと
「校庭で転んでしまった」「ドッジボールが当たっ
て突き指をした」「階段から落ちてしまった」など，
様々な理由で保健室を訪れる子どもたちがいる。
けがの中には，子どもたち自身が注意をしていれ
ば防げたものも少なくない。５年生は体が大きく
なり，他の学年の子どもとぶつかった際には相手
の子がけがをしてしまうということもある。また，
最高学年への準備の時期として，他の学年から手
本にされるような生活態度も身につけさせたい。
そこで，「けがの防止」単元の学習を通して，児
童１人ひとりが様々な場面で正しい判断ができる
ことを学ぶことができればと考えた。

■学習のねらい
本単元では，交通事故や身の回りの生活の危険
が原因となって起こるけがの防止について，「周
囲の危険に気づくこと」「的確な判断の下に安全
に行動すること」「環境を安全に整えることが必
要であること」という３つのことが大切であるこ
とを気づかせたい。また，けがをした際には速や
かに適切な処置を行うことも身につけさせたい。
川崎市では，子どもたちが「やってみたい」「で
きるようになりたい」という意欲をもち，自分の
めあてを積極的に解決しながら学習を展開する必
要があると考え「体と心を育てる体育学習」を研
究テーマに実践を行っている。毎年発行される
『小学校体育指導の手引き』は，川崎市全体の体
育学習が充実していくように，見やすく，使いや
すくなるように編集されている。今回の学習では，
教科書だけでなく，手引きの中に掲載されている
ワークシートやパワーポイントなどの資料を活用
し，子どもたちがより課題を身近に感じながら学
習に取り組めるように工夫をした。

実践報告─②
５年生●けがの防止

【第２時】「学区や通学路で起こる交通事故を防ぐ
方法を考えよう」

用意した写真（写真１）と学区の地図を見なが
ら，学区内のどの場所でどのような交通事故が起
こりそうかということや交通事故の防ぎ方につい
てグループで話し合った。自分の住んでいる町な
ので，自分が今までに危険だと感じたエピソード
をまじえながら話すことができた。交通事故を防
ぐために大切なことを発表し，それを「周囲の危
険に気づくこと」「的確な判断の下に安全に行動
すること」「環境を安全に整えることが必要であ
ること」の３つに教師が分けた。この３つのどれ
が欠けてもいけないということを，多くの子ども
たちが学習後のカードに記入していた。
【第３時】「学校や地域で起こるけがを防ぐ方法を

考えよう」
学校や地域の日常を描いた絵を見ながら，学校
や地域にも様々なけがにつながる要因があること
を確認した（図２）。そして，学校の校舎配置図
をグループのメンバーで見ながら，どの場所でど
んなけがが起こりそうかを話し合った。前時の学
習を生かして，学校や地域で起こるけがを防ぐた
めにも「周囲の危険に気づくこと」「的確な判断
の下に安全に行動すること」「環境を安全に整え
ることが必要であること」の３つのことが大切で
あるということを確認した。
【第４時】「地域で起こる犯罪被害を防ぐ方法を考

えよう」
教師があらかじめ用意した学区外の写真を使用
し，どのような犯罪被害が起こりそうかを話し合
った。学区外の写真を使用したのは，地域の写真
だとその近くに住んでいる子もいるため，その配
慮である。子どもたちは，写真を見ながら，どん
な犯罪被害が起こりそうかを出し合い，自分の学
区にも，気をつけなければいけない場所がないか
を話し合った。
「人通りが少なく，昼間でも薄暗い場所」「まわ
りに高い建物があって，その陰になってしまう公
園」など，互いに気をつけなければいけない場所

を意識することで，その対処方法を考えることが
できた。そして，地域の犯罪被害にも「周囲の危
険に気づくこと」「的確な判断の下に安全に行動
すること」「環境を安全に整えることが必要であ
ること」の３つと「すぐに助けを求め，大人に知
らせること」が大切であることを確認した。
【第５時】「けがの簡単な手当のしかたを知ろう」

教師が例を出し，どちらが正しいかを子どもた
ちが考えられるようにした。鼻血を止めるには鼻
の血管を圧迫することが大切だということを確認
し，小鼻を押さえて圧迫する方法をみんなで試し
た。また，すり傷ややけどをしてしまった際には，
実際にどのように手当をすればよいのかを実技を
通して子どもたちに伝えた（写真２）。

おわりに
授業では，子どもたちに身近な地域の写真や地
図などを使ったため，課題を身近に感じ，自分の
こととして捉えられる子が多かった。また，グル
ープで話し合う場面を多くとったことで，友達の
知識も吸収しながら取り組んでいた。「周囲の危
険に気づくこと」「的確な判断の下に安全に行動
すること」「環境を安全に整えることが必要であ
ること」の３つを何度も授業の中で扱ったことも，
子どもの中に大切なこととして定着することにつ
ながった。また，実習を通してけがの対処のしか
たについても理解することができたと思う。５時
間の学習を終えて，友達の荷物が床に落ちている
のを見つけると自分からフックに掛ける子や，流
し台の近くの廊下がぬれているのを見てぞうきん
でふいている子が現れたことも，学習の成果では
ないかと感じる。子どもたち自身が学んだことを
生かし，健康で安全に生活してもらいたい。
� （しまむら・じゅん）

事例●ＡさんとＢさんは校庭で遊んでいるとき
にぶつかってしまい，鼻血が出てしまいました。
Ａさんは鼻を指で押さえて下を向き，Ｂさんはテ
ィッシュを鼻に詰めて上を向きました。どちらが
正しいでしょうか？

［写真１］どんな危険があるかな？ ［図２］どんな危険が考えられる？
［写真２］
・シールを手の甲
に貼り，やけど
に見立てた。流
水やためた水で
しっかりと冷や
すようにした。

事例●Ａさんは昨日の夜遅くまで起きていま
した。眠い目をこすりながら教室の机の中にあ
るプリントを取り出すと「応援団は１０時２５分に
体育館に集まってください」という手紙を見つ
けました。慌てて時計を見ると１０時３０分になっ
ていました。さあ，たいへん！
①

③ ④

②

［図１］身近な事例の４コママンガ

⇨
⇨

⇨?

学校や地域での事故やけがを防ごう
―子どもたちに身近な写真や地図などを使って―

神奈川県川崎市立西有馬小学校教諭　島村　潤
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小学校における

LGBT教育のあり方
日本セクシュアルマイノリティ協会 設立メンバー／理事　吉美 

■学校におけるLGBTと多様な性との向き合い方
LGBTというと，性同一性障害（GID）を思い

浮かべる人も多いようですが，必ずしもそうであ
るとは限りません。文部科学省が「性同一性障害
や性的指向・性自認に係る，児童生徒に対するき
め細やかな対応等の実施について」を平成27年４
月に通知していますが，LGBTはそれだけにより
ません。いわゆる性同一性障害といわれる児童生
徒と，性愛の対象が同性になる児童生徒とは似て
非なる性的指向・性自認となります。先生方に理
解していただきたいことは，「LGBTの一部分を
学んですべてを理解したと思わない」ということ
です。LGBTを含む多様な性の傾向を知るととも
にその児童生徒と向き合う必要があり，LGBTの
概念や枠に当てはめすぎることなく，その児童生
徒自身を見ることが，その児童生徒のアイデン
ティティ確立の一助になっていくことを知ってく
ださい。例えば，同じ性の児童生徒の服装を好ま
ないこと，髪型に関してこだわりがあること，同
性どうしで遊びたがることなども，教師自身の懸
念事項とせずに児童生徒の個性を知る手立てと考
えていただければ，先生自身にとっても児童生徒
自身にとってもよい結果を生み出していくことと
考えます。「多様な性が存在することが，当たり
前である」と意識づけをしてください。

■保健の授業で配慮すべきこと
小学校では現在の保健・道徳・人権教育の指導

の中でLGBTにはっきりと触れることはありませ
んでしたが，高校の教科書では2017年度より変化
を見せています。LGBTが自身のアイデンティ
ティを確立し，生きる力を身につけていくために
は，初等教育で「多様な性の存在は当たり前であ
る」ことを教えていくことが重要です。授業で
LGBTを扱うことで，その当事者だけでなく，一
緒に学ぶ児童生徒も理解が深まり，すべての人が
安心して過ごせる環境を築くことができます。

例えば保健の教材の中に「異性のことが気にな
る」という表現しかない場合には，「同性に対し
ても気になる場合がある」「男の子が女の子の姿

はじめに
LGBT（本文章では性的マイノリティをLGBT

と表現しています）は「自分の周りや児童生徒の
中にはいない」と思われている先生は，その考え
をあらためて読んでください。必ず「周りや児童
生徒の中にLGBTは存在」します。ヒトが動物と
して生まれた以上，LGBTが存在することは当た
り前のことであり，社会の一員として生きていく
うえで性（性別，ジェンダー）の様々なあり方を
知ることは，自己認識やアイデンティティの確立
として必須になります。生きる力を養うために，
多様な性のあり方を知ることはとても大切だと理
解してください。また，本文中は多くの人にわか
りやすい表現を選んでいるため，LGBTに造詣が
深い人には違和感を覚える表記がある可能性があ
りますがご了承ください。

■LGBTとの向き合い方
LGBTという言葉は，性的マイノリティ（性的

少数者）の総称として使用されることが多い表現
です。この表現は時流によって変化しているの
で，重要なことは「言葉（表現）に左右されるこ
となく，性別は男女の２通りではなくグラデー
ションになっている」ことを理解して先生自身の
価値観に落とし込むことです。

LGBTの「L」は女性同性愛者を表すレズビアン
（Lesbian），「G」は男性同性愛者を表すゲイ（Gay），
「B」は両性愛者を表すバイセクシュアル（Bisexu-
al），「T」は心と体の性が一致しない人を表すトラ
ンスジェンダー（Transgender）の頭文字を表し
ます。正確にはニュアンスや表現が異なることが
ありますが，前述のとおり，教職員としての必要
な心構えは「多様な性が存在している」というこ
とを受け入れ，児童生徒にも「性は多様にある」こ
とを教えていくことに戸惑いを覚えないことです。

最近では，性的指向（Sexual Orientation）と
性自認（Gender Identity）の英語の頭文字をとっ
た「SOGI」という表現もありますが，難しく考
えず，偏見をもたずにLGBTと向き合い，受け入
れる姿勢をもつことが大切です。

をしたくなったり，その逆の場合もある」と教師
が補足することが必要となります。それと同時に

「そのように感じることは，当たり前のことであ
り，人によって違う」ということをおさえること
です。LGBTの中には「恋愛感情を抱かない」と
いう場合もありますので，「異性や，同性のこと
が気にならなくても大丈夫」と伝えてください。

また「自分の性別や恋愛に対して不安なことが
あったら，信頼できる先生に話す」といった案内
をすることで，LGBT当事者の不安を受け止める
体制をつくることが大切です。児童生徒にとって

「理解してくれようとする大人がいる」ことを知
ることは，生きる糧になるはずです。

■LGBT当事者とそのほかの児童生徒
13人に１人といわれるLGBTに配慮しながらの

学校教育は，そのほかの児童生徒にとっても重要
なことになります。背景としてLGBTの児童生徒
を理解し，支える友人が増えるということもあり
ますが，性的マイノリティ当事者の悩みや苦悩
に，性的マジョリティ（性的多数者）の児童生徒
が巻き込まれてしまう可能性があるからです。「同
性が好き」になってひきこもりになってしまった
児童生徒が，信頼できる友人にも大きな負担をか
ける結果となり，両者ともに健全な学校生活を送
れなくなってしまったということがありました。

学校教育の現場としてできることは，「多様な
性がある」ことで終わらず，「多様な性があるこ
とが当たり前である」ということを教えていくこ
とが大事だといえます。

■「どうして女の子に産んでくれなかったの？」
私の４歳の息子の言葉です。息子自身がどこま

で「女の子」になりたいのかはわかりませんし，
４歳の子どもの言うことなのでその信憑性も怪し
いものです。そうなのです。性自認は変わること
があります。４歳の息子がこの発言をしたとき，
即座に小学校３年生の息子（４歳の息子の兄）が
言ったことは「いいと思うよ。でも手術するかも
しれないし，大人になったらもっとしっかり考え
たらいいよ。かわいいスカートを着たかったら一
緒に選んであげるね」という言葉でした。母であ
る私も，ここまでの回答を息子がするとは思いま
せんでした。思えば小学校３年生の息子も５歳ご
ろに「女の子になるにはどうしたらいいの？」と
私に質問してきたことがあります。事実息子たち

は，実際にトランスジェンダーの方と会っても
笑ったり不思議がったりしたことは一度もありま
せん。LGBTに関する学校教育はまだまだこれか
らですが，ひとつの答えを見た気がします。いわ
ゆる異性愛者，ストレートと呼ばれる人の中に
も，少なからず同性にときめいたり，異性の格好
をしたくなったりしたことは多くの人の経験とし
てあると思います。初等教育では特に，性的指
向・性自認に関して難しく考えすぎず，児童生徒
自身が受け入れることができる環境や教育を大切
にしていくことが重要なのではないでしょうか。

■日本セクシュアルマイノリティ協会について
日本セクシュアルマイノリティ協会は“安心”

と“中立”を大切に「セクシュアルマイノリティ
のノーマライゼーション化（多様な性があること
が当たり前である状態）」を目的に2005年から活
動し，2011年には「すべての性に，ひとりじゃな
い安心を」を理念として法人化しました。「カミ
ングアウトしてもしなくても，性的マイノリティ
がありのままで暮らしやすい仕組み」をつくるこ
とを大切に活動しています。協会は，日本の
LGBTを取り巻く社会環境の変化を感じながら当
事者に寄り添う活動をしてきました。2017年から
は４つの柱「『より良く生きる』為の活動」「『自
分らしく暮らす』為の活動」「『社会の環境を変え
る』為の活動」「『企業のあり方を変える』為の活
動」を掲げ，安心の具現化をめざしております（上
図）。2017年５月には「にじの相談窓口」として
LGBTの相談窓口を開設しました（まだ不定期の
ご案内ですが，初回無料でプロのカウンセラーと
協力しております。高校生以下は無料で継続利用
可能） 。教育関係者や機関・自治体・企業への勉
強会や講演なども積極的に行っております。

 （よしみ）
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